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岩手県職員労働組合規約 

 

第１章 総   則 

 

（名 称） 

第１条 この組合は、岩手県職員労働組合（以下「組合」）という。 

（法人格） 

第１条の２ この組合は法人とする。 

（所在地） 

第２条 この組合は、事務所を盛岡市内丸１０番１号 岩手県庁内に置く。 

（目 的） 

第３条 この組合は、綱領に基づき組合員の自主的団結により、労働条件の維持改善、生

活の安定並びに社会的地位の向上を図り、労働者の基本的人権と自由を守り、これを

拡大し、あわせて地方自治の民主的確立を期することを目的とする。 

（事 業） 

第４条 この組合は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

(1) 組合員の労働条件並びに生活条件の向上に関する事業 

(2) 組合員及びその家族の福利厚生に関する事業 

(3) 組合員の教養、文化の向上に関する事業 

(4) 組合員の保健並びに体位向上に関する事業 

(5) 友誼団体との連繋協力に関する事業 

(6) 地方自治の民主化に関する事業 

(7) その他組合の目的達成に必要な事業 

 

第２章 組   織 

 

（組 織） 

第５条 この組合は、岩手県に所属する職員をもって組織する。但し、中央委員会で認め

たものについてはこの限りではない。 

（支 部） 

第６条 組合に支部を設ける。 

２ 支部の設置及び運営については別に定める支部設置規則による。 

 

第３章 組 合 員 

 

（組合加入） 

第７条 この組合に加入しようとする者は、文書により支部長経由のうえ中央執行委員長

まで申込まなければならない。 
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２ 組合員の資格は、中央執行委員会で議決した日の翌日から取得する。ただし、定

年退職後引き続き再任用職員として組合加入する場合は、退職の日の翌日から取得

するものとする。 

３ 前項に掲げるもののほか、会計年度任用職員に係る組合員資格の詳細な取り扱い

に関しては、当該会計年度任用職員の任用内容を踏まえつつ、中央執行委員会が別

に議決する。 

（組合脱退） 

第８条 この組合から脱退しようとする者は、脱退の理由を述べた届書を支部長経由のう

え中央執行委員長に提出しなければならない。但し、組合に債務その他の義務がある

ときは、それを履行した後でなければ脱退を認めない。 

２ 組合員の資格は、中央執行委員会において、脱退届の受理を議決した日の翌日か

ら喪失する。 

（資格の喪失） 

第９条 組合員は、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によってその資格を奪われる

ことはない。但し、次の場合はその資格を失う。 

(1) 中央執行委員会で適当でないと認めた者 

(1) 岩手県の職員を退職した者。ただし、会計年度任用職員にあっては、翌年度も継

続して任用される見込みとなっている者にあっては、資格を喪失しないものとする。 

（統 制） 

第１０条 組合員が次の各号に掲げる行為をしたときは、大会の決議により権利の停止又

は除名をすることができる。 

(1) 組合の統制をみだしたとき 

(2) 組合員としての体面を著しく汚したとき 

(3) 組合員の義務を履行しないとき 

 

第４章 組合員の権利義務 

 

（権 利） 

第１１条 組合員は次の権利を有する。 

(1) 組合のすべての事業に参与する権利 

(2) 役員を選挙し又は選挙される権利 

(3) 権利の停止又は除名の処分を受けた場合に抗告する権利 

(4) 会計帳簿及び証拠書類を閲覧する権利 

（義 務） 

第１２条 組合員は次の義務を負う。 

(1) 組合費を納入する義務 

(2) 組合の指令、決定及び統制に服する義務 
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第５章 機  関 

（機 関） 

第１３条 組合に次の機関を置く。 

(1) 大会 

(2) 中央委員会 

(3) 中央執行委員会 

(4) 闘争委員会 

（大 会） 

第１４条 大会は組合の最高決議機関であって、第２７条に定める役員及び代議員をもっ

て構成し、原則として毎年５月中央執行委員長が招集する。但し、次の場合は臨時に

招集しなければならない。 

(1) 組合員の３分の１以上の要求があったとき 

(2) 中央委員会の要求があったとき 

(3) 中央執行委員会が特に緊急に必要と認めたとき 

２ 代議員は各支部毎に２０名に１名、端数１５名を越えるときは１名の割合で当該

支部組合員の直接無記名投票により組合員の過半数を得た者から選出する。但し、

２０名に満たない支部でも１名は選出できる。 

（大会に附議すべき事項） 

第１５条 大会に附議しなければならない事項は次の通りである。 

(1) 綱領及び規約の改正 

(2) 運動方針 

(3) 予算及び決算 

(4) 中央委員会の提案した事項 

(5) 中央執行委員会が必要と認めた事項 

(6) その他規約、並びに規則に定められた事項 

（中央委員会） 

第１６条 中央委員会は、大会に次ぐ決議機関で、第２７条に定める役員及び中央委員を

もって構成し、中央執行委員長が必要に応じて招集する。 

２ 中央委員は、各支部毎に７０名に１名、端数４０名を越えるときは１名の割合で

当該支部に所属する組合員の直接無記名投票により組合員の過半数を得た者から選

出する。但し、７０名に満たない支部でも１名は選出できる。 

３ 中央委員の任期は定期大会から次期定期大会までとする。但し、再選を妨げない。

欠員が生じた時は補充しなければならない。 

（中央委員会に附議すべき事項） 

第１７条 中央委員会に附議しなければならない事項は次の通りである。 

(1) 大会の決議により委任された事項 

(2) 規約施行に必要な規則の制定又は改廃 

(3) 中央委員の３分の１以上の提案した事項 
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(4) 中央執行委員会が必要と認めた事項 

（議事規則） 

第１８条 大会及び中央委員会の運営は、別に定める議事運営規則による。 

 

 （機関の成立） 

第１９条 大会は代議員の、中央委員会は中央委員の過半数の出席により成立する。但し、

委任による場合も出席とみなすことができる。 

（議長団） 

第２０条 大会の議長団は、代議員の中より選出する。 

２ 中央委員会の議長団は、中央委員の中から選出し、その任期は第１６条第３項に

よる。但し、再選を妨げない。 

（決 議） 

第２１条 大会又は中央委員会の議事は、出席代議員又は中央委員の過半数で決し、可否

同数のときは議長の決するところによる。 

（中央執行委員会） 

第２２条 中央執行委員会は、第２７条に定める役員をもって構成する。但し、会計監事

は除く。 

２ 中央執行委員会は、中央執行委員長が必要によりこれを招集する。 

３ 中央執行委員会は、この組合の執行機関であって、その執行については、大会又

は中央委員会に対して責任を負う。 

（闘争委員会） 

第２３条 重大な闘争を行うときは、大会又は中央委員会の決議を経て闘争委員会を設け

ることができる。 

２ 闘争委員会の設置及び運営は、別に定める闘争委員会設置及び運営規則による。 

 

第６章 機  構 

 

（機 構） 

第２４条 組合の業務を執行するため、書記局及び専門部を置く。 

２ 書記局は書記長が指揮監督し、書記次長がこれをたすける。 

３ 専門部に部長及び部員を置く。部長及び部員は中央執行委員会の互選によって決

め、それぞれ業務を分掌する。中央執行委員会において特に必要があると認めたと

きは、役員以外の組合員を専門部員とすることができる。 

４ 書記局及び専門部の運営は別に定める書記局及び専門部運営規則による。 

（有給役職員） 

第２５条 この組合に若干名の専従役員及び書記を置く。 

２ 書記の人事は中央執行委員長が行う。 

３ 専従役員及び書記の給与に関しては別に定める給与支給規則による。 
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（専門委員会等の設置） 

第２６条 中央執行委員会は、緊急又は特別の問題について対策をたてるため、大会又は

中央委員会の決議を経て専門委員会又は機関を設けることができる。 

２ 前項の委員会又は機関の運営は、その都度別に定める運営規則による。 

 

第７章 役  員 

 

（役 員） 

第２７条 組合に次の役員を置く。 

(1) 中央執行委員長       １ 名 

(2) 副中央執行委員長      ２ 名 

(3) 書記長           １ 名 

(4) 書記次長          １ 名 

(5) 中央執行委員        若干名 

(6) 特別中央執行委員      若干名 

(7) 会計監事          ３ 名 

２ 中央執行委員の数は、大会又は中央委員会で決定する。 

（役員の職務） 

第２８条 中央執行委員長は、組合を代表し、すべての業務を統轄する。 

２ 副中央執行委員長は、中央執行委員長をたすけ、中央執行委員長事故あるときは

その代理をする。 

３ 書記長は、中央執行委員長の命を受け、企画立案並びに執行業務の調整にあたり

書記局全般を統轄する。 

４ 書記次長は書記長をたすけ、書記長事故あるときはその代理をする。 

５ 中央執行委員は業務の執行にあたる。 

６ 特別中央執行委員は、必要に応じ中央執行委員会に参画する。 

７ 会計監事は、組合の会計業務を監査する。 

（役員の選出） 

第２９条 中央執行委員長及び書記長、書記次長は組合員全員の直接単記無記名投票によ

り、副中央執行委員長、中央執行委員及び会計監事は、組合員の直接完全連記無記名

投票により選出する。 

２ 前項の場合、当選人となるためには、組合員の過半数の投票により投票組合員の

過半数の支持を得なければならない。 

３ 特別中央執行委員は、大会又は中央委員会で出席代議員の過半数の賛成により選

出する。 

４ 前３項に定めるものの外、役員の選挙については別に定める役員選挙規則による。 

（役員の任期） 

第３０条 役員の任期は、４月１日から翌年の３月３１日までの１年間とする。 

但し、再選は妨げない。 
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２ 役員に欠員を生じた場合は、直ちに補欠選挙を行う。欠員補充によって就任した

役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 前任者は任期満了後であっても後任者の就任をみるまで、その業務を執行する。 

（役員の議決権禁止） 

第３１条 役員は代議員及び中央委員を兼ねることが出来ない。 

 

第８章 会  計 

 

（経 費） 

第３２条 この組合の経費は、組合費、寄附金・雑収入及びその他の収入をもって充当す

る。 

（組合費） 

第３３条 組合費は、普通組合費及び特別組合費とする。 

２ 普通組合費は、年間組合員１人当り２００円に本俸月額の１００分の２を加えた

額の１２カ月分とする。但し、納入の時期は毎月の給料日とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に係る普通組合費は別に大会で定め

る。 

４ 特別組合費は、大会又は中央委員会の決議により徴収することができる。 

５ 組合員がその資格を失った場合においてもすでに納入した組合費は払戻しをしな

い。 

６ 支部活動に必要な経費は支部交付金として交付する。支部交付金の交付基準及び

交付要領については別に定める支部交付金交付規則による。 

７ 休職中の組合員に対しては、その期間中組合費納入の義務を免除する。 

第３４条 組合の会計経理は、別に定める会計規則による。 

（積立資金） 

第３５条 組合は闘争、救援及び書記退職手当などに充てるため、毎年普通組合費の１０

０分の４以上の額を積立てるものとする。 

２ 積立金は大会又は中央委員会の議決を得なければこれを使用することができない。 

（費用弁償） 

第３６条 組合員、役員及び書記が組合活動のために要した旅費については別に定める旅

費支給規則による。 

（会計監査） 

第３７条 会計監査は、年２回以上、組合財産、会計帳簿及び収入支出の状況等を監査し、

中央委員会及び大会に出席し報告しなければならない。 

（会計報告） 

第３８条 中央執行委員長は、毎会計年度終了後、すべての財産及び使途、主要な寄附者

の氏名並びに現在の会計状況を大会に報告しなければならない。 

（会計年度） 

第３９条 組合の会計年度は、毎年４月１日にはじまり、翌年３月３１日に終る。 
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第９章 他の職員団体への加入及び脱退 

 

（加 入） 

第４０条 この組合が他の職員団体と連合し、又は加入しようとするときは大会に於ける

代議員の過半数の賛成で発議し、組合員に提案して全組合員の直接無記名投票による

過半数の賛成を得なければならない。 

２ 前項の規定による団体の役員の選出は、中央執行委員会に於いて決定し、大会又

は、中央委員会の承認を受けなければならない。 

３ 団体の代議員及び中央委員は大会又は中央委員会で選出する。 

（脱 退） 

第４１条 この組合が前条の団体を解散し、又は脱退しようとするときは大会に於ける代

議員の過半数の賛成で発議し、組合員に提案して全組合員の直接無記名投票による過

半数の賛成を得なければならない。 

 

第１０章 規約の改正及び解散 

 

（規約の改正） 

第４２条 この綱領及び規約改正は、大会に於ける代議員の過半数の賛成で発議し、組合

員に提案して全組合員の直接無記名投票による過半数の賛成を得なければ改正するこ

とができない。 

２ 投票の場合に於ける執行については、第２９条に定める選挙規則を準用する。 

（解 散） 

第４３条 この組合を解散するには、全組合員の直接無記名投票による４分の３以上の賛

成を得なければならない。 

（附 則） 

第４４条 この規約は、全員投票の結果、全組合員の過半数以上の賛成による地方公務員

法第５３条第１項による登録申請の日から効力を生ずるものとする。 

１．第２７条の規定にかかわらず，昭和３２年度の役員の任期は、昭和３３年５月末

日迄とする。 

２．この改正規約は昭和３２年７月１日から施行する。但し、第１２条の改正規定は

昭和３２年度については適用しない。 

３．この改正規約は昭和３４年７月２２日から施行する。但し、第２１条第２項、第

２４条、第２５条第４項、第２６条の改正規定は昭和３５年度から施行する。 

４．この改正規約は１９６１年１０月１日より施行する。 

但し、第３０条第５項の規定は１９６２年６月１日より施行する。 

５．この改正規約は１９６６年１０月１日より施行する。 

６．この改正規約は１９６８年１０月２５日より施行する。 

７．この改正規約は１９７２年１０月５日より施行する。 
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８．この改正規約は１９７４年１０月１日より施行する。 

９．この改正規約は１９７５年４月１日より施行する。 

１０．この改正規約は２０１５年４月１日より施行する。 

１１．この改正規約は２０２０年８月１日より施行する。 

この規約の施行日の前日までに規約第７条第２項の規定に基づき組合員資格を

得た会計年度任用職員にあっては、改正後の規約第 33条第３項の規定にかかわら

ず、この規約の施行日の前日までに係る普通組合費については、免除する。 

 

 

会計年度任用職員の組合費について 

 

                   2020年６月20日 

県職労第124回定期大会決議事項 

 

規約第 33条第３項で別に定める事項に関して、次のとおり定める。 

 

１ 普通組合費の設定 

 (1) 会計年度任用職員に係る普通組合費は、月額１，５００円とする。 

 (2) 前号にかかわらず、報酬が月額で支給される会計年度任用職員に係る報酬月額（基

本報酬月額とし、超過勤務手当、通勤手当、特殊勤務手当等を含まない）が中央執行

委員会が定める基本設定額を超える場合にあっては、報酬月額に応じ、100円単位で普

通組合費を加算する。 

ただし、この場合にあっては、月額１，８００円を上限とする。 

 

２ 施行期日 

  岩手県職員労働組合規約の一部改正を決定した日の翌月の１日から（２０２０年８月

１日）施行する。 

  

 

中央執行委員会が定める基本設定額及び組合費について 

  基本設定額は、報酬算定の基礎となる額が行政職給料表１級 25 号とし、週 30 時間勤

務時における報酬月額をもとに、150,000円とする。基本設計額を超えた報酬月額及び組

合費については、以下のとおりとする。 

     報酬月額 160,000円以上 170,000円未満  組合費  月額 1,600円 

          170,000円以上 180,000円未満   〃   月額 1,700円 

          180,000円以上          〃   月額 1,800円    

 

  



１１ 

 

書 面 協 定 

 

岩手県知事（以下「知事」という）と岩手県職員組合（以下「組合」という）とは、地

方公務員法（以下「法」という）第５０条第２項の規定に基づき、次の書面協定を結ぶ。 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、県行政並びに組合の円滑な運営を図るため、知事と組合が相互の立

場を尊重し、知事は組合に加入する職員（以下「職員」という）の勤務条件の維持改

善に努め、組合はその勤務成績の向上を図ることを目的とする。 

（交渉団体） 

第２条 知事は、組合を法第５５条の規定による交渉権を有する職員団体と認める。 

（組合活動の保証） 

第３条 知事は、職員が組合のために正当な行為をした事の故をもって差別待遇その他不

利益な取扱をしない。 

（人事の原則） 

第４条 知事は職員の任免、異動、賞罰等人事権の行使に当っては公正、且つ、妥当にし

て明朗な人事の確立を期するものとする。 

（勤務条件の原則） 

第５条 知事は、職員の勤務条件の適正を図るため次の事項について組合の意見を求める。 

(1) 賃金その他の給与、勤務時間、休憩、休日及び休暇の一般方針に関する事項 

(2) 勤務に関する安全衛生、災害補償に関する基本的事項 

(3) 職員の研修及び福利厚生の一般的計画に関する事項 

（勤務条件に関する苦情の処理） 

第６条 知事は、組合の申出による勤務条件に関する苦情については誠意をもって処理す

る。 

（専従職員の設置） 

第７条 知事は、組合の要請により、職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条

例第２条の規定により３人以内の職員に専従休暇を与える。 

（専従職員の取扱い） 

第８条 専従職員の定数取扱いは、専従前の定数区分における部課公所の定数内とする。 

２ 専従職員は専従休暇の期間中においてもその職を保有し、その休暇の終了又は取

消と同時に原則として専従前の所属に復帰する。 

３ 専従職員は、昇格、昇給については不利益な取扱いを受けない。 

（組合役員の組合活動） 

第９条 組合役員（別表第１）は、次の各号該当する場合は勤務時間中であっても職務に

専念する義務が免除される。 

(1) 知事及びその代理者と組合との交渉に参加する場合 

 



１２ 

 

(2) 知事と組合との協議の上で設置された協議会に出席する場合 

(3) あらかじめ所属長の承認を得て正当な組合業務に参加する場合 

（資料の請求） 

第１０条 知事と組合との交渉事項に関して当事者の一方が相手方に資料の提供を請求し

たときは、被請求者は特に支障のない限りその資料を誠意をもって提供する。 

（組合費等控除） 

第１１条 知事は別に定める協定により職員賃金からその者が納入すべき組合費を控除す

ることができる。 

２ 知事は、職員が加入する団体（別記第２）について職員が団体に支払うべき掛金

その他の控除についても前項を準用する。 

（施設、物品の利用） 

第１２条 組合は、知事及び出納長の承認をうけて庁舎の一部及び物品を組合業務に利用

することができる。 

（有効期間及び改廃） 

第１３条 この協定の有効期間は成立の日から１年間とする。但し、有効期間満了前にお

いて、知事及び組合のいずれもが別段意志表示をしないときは、期間を更新し有効に

存続する。 

２ この協定は知事との同意によってのみ改廃できる。この協定の証として本書２通

を作成し、知事、組合各１通保管する。 

 

昭和 29 年 11 月 11 日 

 

岩手県知事      国分謙吉  知事印 

岩手県職員組合 

中央執行委員長    手塚光守  委員長印 

 

「別記第１」岩手県職員労働組合  中央執行委員長 

         〃      副中央執行委員長 

         〃      書記長 

         〃      書記次長 

         〃      中央執行委員 

         〃      支部長 

         〃      副支部長 

         〃      支部書記長 

         〃      支部書記次長 

         〃      支部執行委員 

「別記２」岩手県職員互助会 

岩手県杜陵信用組合 

    岩手県庁生活共同組合 


